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◆「わたしの赤井川 2025 プラン」後期
基本計画とは 

◇計画の位置づけと役割 
 

 計画の位置づけ 

  赤井川村の最上位計画 
村が行うあらゆる活動の基本となるものであり、本村が策定・推

進する各種計画のうち、最も上位に位置する計画です。  

 計画の役割 
 

 赤井川村民にとっては  

村づくりの共通目標 
今後の村づくりの方向性や必要な取り組みを行政と共有し、村づ

くりに主体的に参画・協働していくための共通目標となるものです。 
 

 

 赤井川村行政においては  

総合的な経営指針・村の主張 
活力と魅力あふれる村を創造し、持続的に発展させていくための

総合的な経営指針となるとともに、国や北海道、周辺自治体に対し、
村の主張を示すものです。 

 
 
 

◇計画の構成と期間 
 
後期基本計画は、基本構想に基づき、また、前期基本計画の達成

状況や村民ニーズ、社会環境の変化などを踏まえ、今後行う主要な

施策等を示したものです。 

計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 
 

 

 

 

 

28 29 30 1 2  3  4  5  6  7 年度 
（2016）                   （2025） 

10 年間 

 

基本構想 

後期基本計画 ５年間 
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◆赤井川村の将来像と計画の体系等 

◇村づくりの３つの視点 
 

１ 住むことを誇れる村づくり 

村民一人ひとりの暮らしと美しい自然環境・田園風景を大切に

し、赤井川らしい定住環境の整備を図り、本村に住んでいること、

移り住むことを誇りに思える村づくりを進めます。 

 

 

２ 新たな活力と交流の創出 

農業と観光・リゾートを柱に、多様な産業活動の展開を促し、

新たな活力を呼び起こすとともに、多くの人が集まり、交流する

村づくりを進めます。 

 

 

３ 人と人とのつながりの強化 

村民同士のつながりや結びつき、村民や村民団体、民間企業等

と行政との連携・協力体制を強化し、多くの人々がお互いに支え

合い、助け合い、協働する村づくりを進めます。 
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◇目指す将来像 
 

すべての分野にわたって、本村の特性・資源を最大限に生

かしながら、住み続けたくなる、移り住みたくなる誇りうる

村づくり、活力と交流あふれる村づくりを、多くの人々の協

働によって進め、住む人も訪れる人も、本村ならではの『美

しいカルデラ』の自然の中で、『やすらぎと感動』を実感でき

る心豊かで躍動感に満ちたふるさとを創造し、定住・移住が

促進されるとともに交流人口が増加していく（『人が集まる』）

ことを目指し、将来像を次のとおり定めます。 

 

 

やすらぎと感動の赤井川 

人が集まる美しいカルデラの里 
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◇将来像実現のための計画の体系 
 

基本目標 基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇人口の見通し 
 

人口推計によると、本村の総人口は、本計画の目標年度である令和 7 年度

には、887 人になることが推計されていますが、人口減少の歯止めにつなが

る取り組みを総合的かつ積極的に推進し、推計値（887 人）を上回る人口に

なることを目指します。 

５ 未来への基盤が 

整った  

（生活基盤分野） 

①土地利用 
②住宅、定住・移住 
③道路・公共交通 
④情報化・技術革新 
 

６ ともにつくる 

（協働・行財政分野） 

①男女共同参画 
②コミュニティ 
③協働の村づくり 
④行財政 

 

１ 

 

（産業分野） 

①農林業 
②観光・リゾート 
③商工業・新産業 
④雇用対策 

２ 健やかで安心して 

（保健・医療・福祉分野） 

①保健・医療 
②子育て支援 
③高齢者支援 
④障がい者支援 
⑤地域福祉 
⑥社会保障 

 

３ 将来を担う人を 

育む  

（教育・文化分野） 

①学校教育 
②社会教育 
③スポーツ 
④文化芸術 
⑤国際交流・国際化 

４ 美しく快適で 

安全な  

（生活環境分野） 

①環境保全・エネルギー 
②ごみ処理等環境衛生 
③上・下水道 
④公園・緑化 
⑤消防・防災 
⑥防犯・交通安全 
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◆後期基本計画 
 

 

 

 

 

１．農林業 
■農業生産基盤の充実 
■産地づくり対策の推進 
■食の安全･安心と環境に配慮した農業

の展開 
■農業経営の安定化の促進 
■販売戦略の展開 
■生産者組織の活性化 
■後継者・新規就農者対策の推進 
■鳥獣害対策の強化 
■適正な森林管理・整備の促進 
■地域材の利用促進 

２．観光・リゾート 

■観光振興活動への支援 
■「キロロリゾート」の機能強化等の支援 
■観光資源の充実・活用 
■新たな農村体感型観光の展開 
■インバウンドの受け入れ体制の充実 
■広域観光の推進. 

３．商工業・新産業 

■商工会への支援 
■商工業経営の安定化の促進 
■新規参入・起業の促進 
■企業立地に向けた取り組みの検討 
■地熱発電所の事業化に向けた取り組

みの推進 

４．雇用対策 
■就職に関する情報提供・相談等の推進 
■人材育成の支援 
■労働環境改善の支援 
 

 

 

 

 

 

１．保健・医療 
■保健事業推進体制の充実 
■健康管理意識の高揚 
■健康づくりを目的とした事業の推進 
■各種健診・保健指導等の充実 
■母子保健の充実 
■感染症予防対策の推進 
■村立診療所のあり方の検討 
■地域医療体制の充実 

２．子育て支援 

■地域における子育て支援の充実 
■次代の親の育成に向けた取り組みの

推進 
■子育てを支援する生活環境の整備 
■支援を必要とする子どもなどへの取

り組みの推進 

３．高齢者支援 

■生きがい施策の推進 
■高齢者の健康の維持・増進 
■高齢者の暮らしの支援 
■介護保険サービスの提供 
■介護予防・生活支援サービスの提供 
■地域リハビリテーション活動支援事

業の実施 
■在宅医療・介護連携推進事業の実施 
■生活支援体制整備事業の実施 
■認知症総合支援事業の実施 

４．障がい者支援 
■障がい者支援推進体制の充実 
■発達障がいの早期療育の支援 
■広報・啓発活動等の推進 
■障がい福祉サービスの提供 
■就労機会の拡大 

５．地域福祉 
■地域福祉推進体制の充実 
■情報提供・相談の充実 
■地域福祉の担い手の育成 
■支え合い助け合う活動の促進 
■自殺対策の推進 

６．社会保障 

■国民健康保険制度の健全運営 
■後期高齢者医療制度の健全運営 
■国民年金制度の周知徹底 
■低所得者対策の推進 

 

新たな活力と交流を 

生み出すあかいがわ 

第１章 
 

健やかで安心して 

暮らせるあかいがわ 

第２章 
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１．学校教育 
■就学前幼児への教育支援 
■赤井川村学校教育目標の達成に向け

た取り組みの推進 
■子どもたちの学びを支える教育の推進 
■小中連携教育活動の推進 
■安全・安心な学校づくりの推進 
■教育活動への支援 
■学校施設・設備の整備と適正配置等の

検討 

２．社会教育 

■社会教育行政の計画的・体系的な推進 
■生きがいを見い出す自主的組織活動

への支援 
■多様な学習要求に応じた支援 
■地域連携による青尐年の健全育成活

動の推進 
■社会教育施設の整備 

３．スポーツ 

■スポーツ・レクリエーションを楽しみ
魅力を体験する機会の充実 

■指導体制の充実強化 
■スポーツ施設の整備 

４．文化芸術 
■文化芸術に親しむ機会の充実 
■文化芸術活動への支援 
■伝統芸能の伝承と保存活動の充実 
■埋蔵文化財や郷土資料などの活用と

保全 
■地元学の伝承 
■郷土資料館の適正管理と施設整備の

検討 

５．国際交流・国際化 

■世界の中で活躍できる人材の育成 
■国際交流活動の充実 
■国際化に対応した教育の推進 
 

 

 

 

 

 

１．環境保全・エネルギー 
■環境保全対策の推進 
■再生可能エネルギーの導入に向けた

取り組みの推進 

２．ごみ処理等環境衛生 

■ごみ処理体制の充実 
■３Ｒ運動の促進 
■ごみの不法投棄の防止 
■新たなし尿処理体制の整備 
■火葬場の適正管理 
■墓地の適正管理 

３．上・下水道 
■簡易水道施設等の適正管理 
■水質の管理 
■未給水区域への対応 
■公共下水道事業の推進 
■合併処理浄化槽の設置促進 
■水道事業・下水道事業の公営企業化 

４．公園・緑化 
■公園の適正管理 
■緑化の推進 

５．消防・防災 
■常備消防・救急体制の充実 
■消防団の活性化 
■消防施設の整備充実 
■総合的な防災体制の確立 
■防火・防災意識の高揚 
■河川の整備 
■山岳遭難事故への対応 

６．防犯・交通安全 

■防犯意識の高揚と消費者対策の推進 
■防犯施設等の整備充実 
■交通安全意識の高揚 
■チャイルドシート等の貸し出し 
■交通安全施設の整備充実 
 

 
 

将来を担う人を 

育むあかいがわ 

第３章 

美しく快適で 

安全なあかいがわ 

第４章 
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１．土地利用 
■土地利用の明確化と適正な規制・誘導 
■市街地の土地利用の検討 

２．住宅、定住・移住 

■公営住宅の整備 
■定住・移住の促進に向けた取り組みの

推進 

３．道路・公共交通 
■北海道横断自動車道の整備促進 
■国道の整備促進 
■道道の整備促進 
■村道の整備 
■除排雪体制の維持・充実 
■新たな公共交通システムの構築 
■北海道新幹線整備への対応 

４．情報化・技術革新 

■行政内部のＩＣＴ環境の充実 
■村全体の情報化の推進 
■安全・円滑に利用できる情報環境づくり 
■技術革新の利活用の研究 
 

 

 

 

 

 

１．男女共同参画 
■男女共同参画に関する啓発の推進 
■男女共同参画の社会環境づくり 
■暴力の防止に向けた取り組みの推進 

２．コミュニティ 

■コミュニティ組織のあり方の検討支援 
■コミュニティ施設の維持管理 
■コミュニティ活動の支援 

３．協働の村づくり 

■広報・広聴活動の充実 
■情報の公開 
■村づくり団体の育成 
■多様な分野における参画・協働の促進 

４．行財政 
■行政改革の推進 
■財政基盤の強化 
■効果的・効率的な財政運営の推進 
■ふるさと納税の有効活用 
■公共施設の総合的な管理の推進 
■村民サービス等の向上 
■広域行政の推進 
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未来への基盤が 

整ったあかいがわ 

第５章 

ともにつくる 

自立したあかいがわ 

第６章 


